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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

３ 従業員数は就業人員であり、従業員数欄の(外書)は、販売員及び臨時従業員(パートタイマー、アルバイト)の平均雇用人

員であります。 

  

回次 第56期中 第57期中 第58期中 第56期 第57期 

会計期間 

自 平成15年 
  ３月21日 
至 平成15年 
  ９月20日 

自 平成16年
  ３月21日 
至 平成16年 
  ９月20日 

自 平成17年
  ３月21日 
至 平成17年 
  ９月20日 

自 平成15年 
  ３月21日 
至 平成16年 
  ３月20日 

自 平成16年
  ３月21日 
至 平成17年 
  ３月20日 

売上高 (千円) 5,363,538 5,361,529 6,821,443 10,682,333 11,023,905

経常利益 (千円) 123,892 324,874 405,805 190,835 453,763

中間(当期)純利益 (千円) 8,444 136,021 237,228 194,086 299,904

持分法を適用した 
場合の投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 4,354,021 4,354,021 4,354,021 4,354,021 4,354,021

発行済株式総数 (千株) 27,670 27,670 27,670 27,670 27,670

純資産額 (千円) 9,721,790 9,928,936 10,464,785 9,888,992 10,206,259

総資産額 (千円) 15,628,874 15,121,547 17,145,289 14,558,233 14,673,893

１株当たり純資産額 (円) 382.94 397.50 406.15 401.14 400.82

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 0.33 5.47 9.27 7.68 11.36

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 0.33 5.40 9.09 7.66 11.18

１株当たり中間 
(当期)配当額 

(円) 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00

自己資本比率 (％) 62.2 65.7 61.0 67.9 69.6

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 92,224 146,148 175,568 450,569 29,368

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △21,773 31,146 △486,212 △29,608 140,643

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 2,893 △216,531 426,368 △377,840 △372,329

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(千円) 1,767,770 1,698,308 1,650,953 1,737,545 1,535,229

従業員数 (名) 
328 
(513)

323
(510)

379
(643)

322 
(505)

330
(525)



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

関係会社がないため、記載しておりません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成17年９月20日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員欄の(外書)は、販売員及び臨時従業員(パートタイマー、アルバイト)の当中間会計期間の平均雇用人員でありま

す。 

３ 当中間会計期間において従業員数が49名(販売員及び臨時従業員は118名)増加しておりますが、主として平成17年８月１

日付で株式会社ポップインターナショナルの営業一部を譲受けたことによるものです。 

  

(2) 労働組合の状況 

労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。 

  

従業員数(名) 379(643) 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間期におけるわが国経済は、内需主導を中心とした企業部門の景況感が好調を持続する中、雇用や所得不安

の後退から家計部門への好影響がみられる状況となり、景気の「踊り場」脱出にむけての期待が高まってまいりま

した。しかし、原油価格の高騰による原材料価格の上昇やＩＴ関連財以外の在庫調整などの下ぶれ懸念材料などか

ら景気先行きには未だ不透明な部分が残り、個人消費は本格的な回復には至らない状況が続きました。 

当アパレル業界におきましては、大型商業施設の改装や郊外型複合商業施設の増加などによる消費喚起効果が一

部にあるものの、全国百貨店の婦人服売上がおしなべて低水準で推移するなどマーケットの拡大が見込めない中、

業種・業態・企業間の市場シェア争奪競争や淘汰・再編と相俟って厳しい商況が続いております。 

このような状況の中で当社は、お客様一人ひとりの満足度向上ならびにラピーヌファンの増大を目標に、各ブラ

ンドのポジション明確化によるバリューアップに加えて、マーケットイン志向による魅力ある新商品開発、専門

店・百貨店ルート別、エリア別の機動的な営業活動の推進を企業成長戦略の軸足として取り組んでまいりました。

また、本年８月１日をもちまして、株式会社ポップインターナショナルより営業の一部を譲り受け、当社において

「ジョコンダ」ブランドの営業を開始いたしました。 

その結果、当中間期の売上高は68億２千１百万円で前年同期に比べ27.2％増加いたしました。損益面におきまし

ては、営業利益は３億９千２百万円（前年同期比24.8％増）、経常利益は４億５百万円（前年同期比24.9％増）と

なりました。また、当中間純利益は２億３千７百万円（前年同期比74.4％増）となりました。 

なお、上記金額に消費税等は含まれておりません。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間期における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益は３億５千万円となり、仕入債務が

７億７千６百万円増加しましたが、売上債権の増加９億２千１百万円、棚卸資産の増加４億１千９百万円などによ

り、１億７千５百万円の収入（前年同期は１億４千６百万円の収入）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、営業譲受による支出３億６千万円、本社空調設備の更新や百貨店売場設

備など有形固定資産の取得１億７千１百万円などにより４億８千６百万円の支出（前年同期は３千１百万円の収

入）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長・短借入金の借入れ・返済による差引収入３億３千９百万円や無担保

社債２億円の発行、配当金の支払１億２千７百万円などにより４億２千６百万円の収入（前年同期は２億１千６百

万円の支出）となりました。 

この結果、当中間期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ１億１千５百万円増加し、16億５千

万円となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間会計期間における生産実績を取扱製品別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は製造原価であります。 

２ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当社は原則として受注生産は行っておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間会計期間における販売実績を取扱製品別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

  

  
  

区分 生産高(千円) 前年同期比(％) 

ブラウス 1,524,547 145.9 

ジャケット 1,284,115 135.9 

スカート、パンツ 833,376 141.8 

スーツ 466,578 79.5 

ドレス 152,983 165.5 

コート 81,135 87.3 

アクセサリー等 140,825 169.9 

合計 4,483,563 130.6 

区分 販売高(千円) 前年同期比(％) 

ブラウス 2,264,826 140.9 

ジャケット 1,982,973 130.6 

スカート、パンツ 1,252,248 137.0 

スーツ 787,871 83.9 

ドレス 257,947 130.9 

コート 61,786 62.6 

アクセサリー等 213,788 246.5 

合計 6,821,443 127.2 

相手先 
前中間会計期間 当中間会計期間 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

㈱髙島屋 466,769 8.7 839,842 12.3



３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありま

せん。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当社は、平成17年６月28日付で株式会社ポップインターナショナルと営業譲渡契約を締結し、平成17年８月１日付

で株式会社ポップインターナショナルの営業の一部を譲受けました。 

当該営業譲渡契約に関する事項の概要は次のとおりであります。 

(1) 営業一部譲受けの目的 

高級婦人服市場において強いブランド力を持つ株式会社ポップインターナショナルの営業を譲受けることによ

り、同市場での事業基盤の拡充が図れ、業績の拡大につながるため。 

(2) 営業一部譲受け事業の内容 

ジョコンダ事業部 キャリア、ミセス向けの婦人既製服の企画、製造、販売 

ジェイ事業部   ヤング、キャリア向けの婦人既製服の企画、製造、販売 

(3) 営業譲受日 

平成17年８月１日 

(4) 営業一部譲受け先の概要 

名称       株式会社ポップインターナショナル 

住所       東京都渋谷区神宮前五丁目７番４号 

代表者の氏名   田中 健 

資本の額     8,000万円 

主要事業の内容  婦人服の企画、製造、販売 

  

５ 【研究開発活動】 

特記事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

該当事項はありません。 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

(注) 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨を定款に定めております。 

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 79,800,000

計 79,800,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月20日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月９日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 27,670,642 同左

東京証券取引所
(市場第二部) 
大阪証券取引所 
(市場第二部) 

― 

計 27,670,642 同左 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)に関する事項は、次のと

おりであります。 

① 平成14年６月18日定時株主総会決議 

  

(注) 発行日以降、以下の事由が発生した場合は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当たりの払込金額(以

下、「行使価額」という。)をそれぞれ調整する。 

① 当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げる。 

② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により行使

価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除し

た数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとす

る。 

③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 

  

株主総会の特別決議日(平成14年６月18日)

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月20日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数 277個 192個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 277,000株 192,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり 127円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年７月１日から
平成19年３月20日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  127円
資本組入額  64円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた
者(以下、「新株予約権者」
という。)は、当社の取締
役、監査役または従業員たる
地位を失った後も、当社と新
株予約権者との間で締結する
「新株予約権割当契約」に定
めるところにより権利を行使
することができる。ただし、
新株予約権者が死亡した時
は、当該権利は消滅する。 
 各新株予約権の一部行使は
できないこととする。 
 その他の条件については、
「新株予約権割当契約」に定
めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡する時は、
当社取締役会の承認を要する
ものとする。 

同左 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



② 平成15年６月18日定時株主総会決議 

  

(注) 発行日以降、以下の事由が発生した場合は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当たりの払込金額(以

下、「行使価額」という。)をそれぞれ調整する。 

① 当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げる。 

② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により行使

価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除し

た数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとす

る。 

③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 

  

株主総会の特別決議日(平成15年６月18日)

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月20日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数 901個 716個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 901,000株 716,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり 168円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年７月１日から
平成20年３月20日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  168円
資本組入額  84円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた
者(以下、「新株予約権者」
という。)は、当社の取締
役、監査役または従業員たる
地位を失った後も、当社と新
株予約権者との間で締結する
「新株予約権割当契約」に定
めるところにより権利を行使
することができる。ただし、
新株予約権者が死亡した時
は、当該権利は消滅する。 
 各新株予約権の一部行使は
できないこととする。 
 その他の条件については、
「新株予約権割当契約」に定
めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡する時は、
当社取締役会の承認を要する
ものとする。 

同左 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



③ 平成16年６月18日定時株主総会決議 

  

(注) 発行日以降、以下の事由が発生した場合は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当たりの払込金額(以

下、「行使価額」という。)をそれぞれ調整する。 

① 当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げる。 

② 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合は、次の算式により行使

価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

  なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除し

た数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとす

る。 

③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 

  

株主総会の特別決議日(平成16年６月18日)

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月20日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数 740個 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 740,000株 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり 234円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年７月１日から
平成21年３月20日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  234円
資本組入額 117円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当を受けた
者(以下、「新株予約権者」
という。)は、当社の取締
役、監査役または従業員たる
地位を失った後も、当社と新
株予約権者との間で締結する
「新株予約権割当契約」に定
めるところにより権利を行使
することができる。ただし、
新株予約権者が死亡した時
は、当該権利は消滅する。 
 各新株予約権の一部行使は
できないこととする。 
 その他の条件については、
「新株予約権割当契約」に定
めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡する時は、
当社取締役会の承認を要する
ものとする。 

同左 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月20日現在 

(注) 当社の自己株式(1,905千株、持株比率6.88％)は上記の表には含めておりません。 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成17年３月21日 
～ 

平成17年９月20日 
― 27,670 ― 4,354,021 ― 4,002,723

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

有限会社オクモト 兵庫県芦屋市松浜町12番６号 1,800 6.50

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 1,751 6.33

株式会社東京三菱銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,180 4.26

ラピーヌ取引先持株会 大阪市北区天満一丁目５番７号 1,113 4.02

ラピーヌ社員持株会 大阪市北区天満一丁目５番７号 1,011 3.65

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 1,000 3.61

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号 996 3.59

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 805 2.90

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地七丁目18番24号 521 1.88

モルガン・スタンレー・アン
ド・カンパニー・インターナ
ショナル・リミテッド（常任
代理人 モルガン・スタンレ
ー証券会社東京支店証券管理
本部 オペレーション部門） 

25 CABOT SQUARE,CANARY WHARF,LONDON E14 
4QA ENGLAND 
（東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号 恵
比寿ガーデンプレイスタワー） 

357 1.29

計 ― 10,536 38.07



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月20日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株(議決権１個)含まれておりま

す。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式104株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月20日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。なお、期間は暦日どおりであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 1,905,000

― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 25,314,000 25,314 ― 

単元未満株式 普通株式 451,642 ― ― 

発行済株式総数 27,670,642 ― ― 

総株主の議決権 ― 25,314 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社ラピーヌ 

大阪市北区天満 
一丁目５番７号 

1,905,000 ― 1,905,000 6.88

計 ― 1,905,000 ― 1,905,000 6.88

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 232 227 256 303 293 286

最低(円) 208 196 201 228 246 263



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成16年３月21日から平成16年９月20日まで)は改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当

中間会計期間(平成17年３月21日から平成17年９月20日まで)は改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しており

ます。 

ただし、当中間会計期間(平成17年３月21日から平成17年９月20日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号)附則第３項のただし書き

により、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間(平成16年３月21日から平成16年９月20日まで)及

び当中間会計期間(平成17年３月21日から平成17年９月20日まで)の中間財務諸表について、中央青山監査法人の中間

監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

子会社がないため、中間連結財務諸表は作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    
前中間会計期間末 

(平成16年９月20日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月20日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 

構成比
(％) 金額(千円) 

構成比
(％) 金額(千円) 

構成比
(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金   1,698,308   1,650,953 1,535,229   

２ 受取手形   81,072   78,759 102,187   

３ 売掛金   2,710,463   3,631,089 2,636,269   

４ 棚卸資産   2,707,902   3,349,214 2,569,165   

５ 繰延税金資産   153,964   173,181 211,641   

６ その他   160,768   192,565 125,424   

７ 貸倒引当金   △7,660   △10,210 △7,490   

流動資産合計    7,504,821 49.6 9,065,553 52.9   7,172,426 48.9

Ⅱ 固定資産          

(1) 有形固定資産          

１ 建物 ※1 
※2 1,973,950   1,938,495 1,912,046   

２ 土地 ※2 3,441,532   3,341,243 3,341,243   

３ その他 ※1 
※2 187,424   205,033 191,719   

有形固定資産合計    5,602,908 37.1 5,484,771 32.0   5,445,009 37.1

(2) 無形固定資産    22,237 0.1 409,813 2.4   23,087 0.1

(3) 投資その他の資産          

１ 投資有価証券 ※2 1,015,290   1,433,479 1,168,947   

２ 差入保証金   574,951   562,663 563,401   

３ 繰延税金資産   87,684   ― ―   

４ その他   537,905   348,439 525,003   

５ 貸倒引当金   △224,252   △159,432 △223,982   

投資その他の資産 
合計    1,991,581 13.2 2,185,150 12.7   2,033,371 13.9

固定資産合計    7,616,726 50.4 8,079,735 47.1   7,501,467 51.1

資産合計    15,121,547 100.0 17,145,289 100.0   14,673,893 100.0

           



  

    
前中間会計期間末 

(平成16年９月20日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月20日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月20日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 

構成比
(％) 金額(千円) 

構成比
(％) 金額(千円) 

構成比
(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 買掛金   1,247,707   1,893,840 738,515   

２ 短期借入金 ※2 1,608,000   1,659,800 1,474,000   

３ 一年以内償還予定 
  社債   50,000   90,000 50,000   

４ 未払法人税等   9,509   90,860 18,909   

５ 返品調整引当金   427,400   524,200 365,900   

６ 賞与引当金   26,412   21,042 ―   

７ その他 ※3 403,396   624,525 441,236   

流動負債合計    3,772,425 24.9 4,904,267 28.6   3,088,562 21.0

Ⅱ 固定負債          

１ 社債   1,000,000   1,110,000 975,000   

２ 長期借入金 ※2 347,000   449,200 296,000   

３ 退職給付引当金   70,377   106,120 82,827   

４ 預り保証金   2,808   2,808 2,808   

５ 繰延税金負債   ―   108,108 22,437   

固定負債合計    1,420,185 9.4 1,776,236 10.4   1,379,072 9.4

負債合計    5,192,611 34.3 6,680,504 39.0   4,467,634 30.4

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    4,354,021 28.8 4,354,021 25.4   4,354,021 29.7

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金   4,002,723   4,002,723 4,002,723   

２ その他資本剰余金   ―   6,268 ―   

資本剰余金合計    4,002,723 26.5 4,008,991 23.4   4,002,723 27.3

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   496,747   496,747 496,747   

２ 任意積立金   500,000   500,000 500,000   

３ 中間(当期) 
  未処分利益   736,575   994,016 898,918   

利益剰余金合計    1,733,323 11.5 1,990,764 11.6   1,895,666 12.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    180,435 1.2 363,602 2.1   239,673 1.6

Ⅴ 自己株式    △341,567 △2.3 △252,595 △1.5   △285,824 △1.9

資本合計    9,928,936 65.7 10,464,785 61.0   10,206,259 69.6

負債及び資本合計    15,121,547 100.0 17,145,289 100.0   14,673,893 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年３月21日 
至 平成16年９月20日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 

百分比
(％) 金額(千円) 

百分比
(％) 金額(千円) 

百分比
(％) 

Ⅰ 売上高    5,361,529 100.0 6,821,443 100.0   11,023,905 100.0

Ⅱ 売上原価    2,922,690 54.5 3,870,964 56.7   6,243,569 56.6

売上総利益    2,438,838 45.5 2,950,478 43.3   4,780,335 43.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費    2,124,224 39.6 2,557,839 37.5   4,339,559 39.4

営業利益    314,613 5.9 392,639 5.8   440,776 4.0

Ⅳ 営業外収益 ※1  35,534 0.7 37,756 0.5   61,139 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※2  25,273 0.5 24,591 0.4   48,153 0.4

経常利益    324,874 6.1 405,805 5.9   453,763 4.1

Ⅵ 特別利益 ※3  12,595 0.2 561 0.0   135,909 1.2

Ⅶ 特別損失 ※4  51,091 1.0 55,855 0.8   118,120 1.0

税引前中間(当期) 
純利益    286,379 5.3 350,511 5.1   471,552 4.3

法人税、住民税 
及び事業税   9,500   74,000 18,900   

法人税等調整額   140,857 150,357 2.8 39,283 113,283 1.6 152,747 171,647 1.6

中間(当期)純利益    136,021 2.5 237,228 3.5   299,904 2.7

前期繰越利益    602,621 756,788   602,621 

自己株式処分差損    2,066 ―   3,607 

中間(当期) 
未処分利益    736,575 994,016   898,918 

           



③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
前中間会計期間 

(自 平成16年３月21日 
至 平成16年９月20日)

当中間会計期間 

(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日)

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 税引前中間(当期)純利益  286,379 350,511 471,552

２ 減価償却費  96,226 104,697 200,933

３ 営業権償却費  ― 23,000 ―

４ 固定資産除却損  9,788 12,644 20,786

５ 投資有価証券評価損  ― ― 14,728

６ 会員権評価損  ― 500 ―

７ 貸倒引当金の増加額 
  (△減少額) 

 △5,050 2,720 △5,490

８ 返品調整引当金の増加額 
  (△減少額) 

 56,800 158,300 △4,700

９ 賞与引当金の増加額  26,412 21,042 ―

10 退職給付引当金の増加額 
  (△減少額) 

 △10,167 23,293 2,281

11 受取利息及び受取配当金  △9,771 △12,038 △13,053

12 支払利息  20,751 16,811 39,627

13 有形固定資産売却益  △66 ― △93,816

14 投資有価証券売却益  △12,529 ― △42,092

15 会員権売却益   ― △561 ―

16 会員権売却損   ― 1,408 ―

17 売上債権の増加額   △200,088 △921,082 △147,008

18 棚卸資産の増加額  △660,620 △419,227 △521,883

19 仕入債務の増加額  622,455 776,461 113,263

20 役員賞与の支払額  ― △15,000 ―

21 未払消費税等の減少額  △33,483 △11,875 △34,427

22 その他  △10,170 90,472 74,667

小計  176,865 202,077 75,368

23 利息及び配当金の受取額  9,771 12,038 13,053

24 利息の支払額  △21,658 △18,397 △40,222

25 法人税等の支払額  △18,830 △20,149 △18,830

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 146,148 175,568 29,368



  

  

   
前中間会計期間 

(自 平成16年３月21日 
至 平成16年９月20日)

当中間会計期間 

(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日)

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 定期預金の払戻による収入  ― 100,000 ―

２ 有形固定資産の 
  取得による支出 

 △28,164 △171,956 △80,679

３ 有形固定資産の 
  売却による収入 

 190 ― 194,680

４ 無形固定資産の 
  取得による支出 

 ― △900 △5,559

５ 投資有価証券の 
  取得による支出 

 △6,683 △55,756 △113,428

６ 投資有価証券の 
  売却による収入 

 59,791 ― 127,506

７ 会員権の取得による支出  ― △2,619 ―

８ 会員権の売却による収入  ― 5,303 ―

９ 貸付金回収  192 116 384

10 差入保証金の純減少額  3,376 738 14,926

11 営業譲受による支出  ― △360,000 ―

12 その他  2,444 △1,138 2,814

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 31,146 △486,212 140,643

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入金の純増加額 
  (△純減少額) 

 ― 100,000 △130,000

２ 長期借入れによる収入  ― 350,000 50,000

３ 長期借入金の 
  返済による支出 

 △124,000 △111,000 △229,000

４ 社債発行による収入  ― 200,000 ―

５ 社債償還による支出  △25,000 △25,000 △50,000

６ 配当金の支払額  △98,608 △127,129 △98,608

７ 自己株式の取得による支出  △24,975 △22,676 △28,026

８ 自己株式の売却による収入   56,052 62,174 113,305

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △216,531 426,368 △372,329

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
  (△減少額) 

 △39,237 115,724 △202,316

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 1,737,545 1,535,229 1,737,545

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 1,698,308 1,650,953 1,535,229

    



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年９月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間会計期間末日の市場価

格等に基づく時価法 

(評価差額は、全部資本直

入法により処理し、売却原

価は、移動平均法により算

定) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法 

同左 

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

    期末日の市場価格等に基づ

く時価法 

(評価差額は、全部資本直

入法により処理し、売却原

価は、移動平均法により算

定) 

   時価のないもの 

    移動平均法に基づく原価法 

     時価のないもの 

    移動平均法に基づく原価法 

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方

法 

 (1) 製品及び仕掛品 

    総平均法に基づく原価法。

但し、季越製品の一部につい

ては、販売可能価額まで評価

換えを行っております。 

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方

法 

 (1) 製品及び仕掛品 

同左 

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方

法 

 (1) 製品及び仕掛品 

同左 

 (2) 原材料(表生地) 

    移動平均法に基づく原価法 

 (2) 原材料(表生地) 

同左 

 (2) 原材料(表生地) 

同左 

 (3) 原材料(副素材) 

    先入先出法に基づく原価法 

 (3) 原材料(副素材) 

同左 

 (3) 原材料(副素材) 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

    定率法(但し、平成10年４

月１日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)につい

ては定額法)を採用しており

ます。 

    なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

    建物    ３～50年 

    器具備品  ４～６年 

３ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

①営業権 

  ― 

②ソフトウェア 

  社内における利用可能期

間(５年以内)に基づく定額

法 

③その他の無形固定資産 

  定額法 

 (2) 無形固定資産 

①営業権 

  ５年間の均等償却 

②ソフトウェア 

  同左 

  

  

③その他の無形固定資産 

  同左 

 (2) 無形固定資産 

①営業権 

  ― 

②ソフトウェア 

  同左 

  

  

③その他の無形固定資産 

  同左 



  
前中間会計期間 

(自 平成16年３月21日 
至 平成16年９月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

    当中間会計期末に保有する

債権の貸倒れによる損失に充

てるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

    当期末に保有する債権の貸

倒れによる損失に充てるた

め、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については、個

別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しており

ます。 

 (2) 返品調整引当金 

    売上製品の返品による損失

に充てるため、過去の返品率

等を勘案した将来の返品によ

る損失予想額を計上しており

ます。 

 (2) 返品調整引当金 

同左 

 (2) 返品調整引当金 

同左 

 (3) 賞与引当金 

    従業員の賞与の支給に充て

るため、将来の支給見込額に

基づき計上しております。 

 (3) 賞与引当金 

同左 

 (3) 賞与引当金 

― 

 (4) 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に充てる

ため、当期末における退職給

付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期末に

おいて発生していると認めら

れる額を計上しております。 

    なお、会計基準変更時差異

については、５年による按分

額を費用処理しております。

また、数理計算上の差異につ

いては、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間内の一定

の年数(５年)による定額法に

より翌期から費用処理するこ

ととしております。 

 (4) 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に充てる

ため、当期末における退職給

付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期末に

おいて発生していると認めら

れる額を計上しております。 

    会計基準変更時差異につい

ては、５年による按分額を費

用処理しております。 

    過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数

(５年)による定額法により処

理することとしております。 

    数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間内の一定の年

数(５年)による定額法により

翌期から費用処理することと

しております。 

 (4) 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に充てる

ため、当期末における退職給

付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当期末において発

生していると認められる額を

計上しております。 

    会計基準変更時差異につい

ては、５年による按分額を費

用処理しております。 

    過去勤務債務については、

その発生時の従業員の平均残

存勤務期間内の一定の年数

(５年)による定額法により処

理することとしております。 

    数理計算上の差異について

は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間内の一定の年

数(５年)による定額法により

翌期から費用処理することと

しております。 

５ リース取引の処理方法 

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

５ リース取引の処理方法 

同左 

５ リース取引の処理方法 

同左 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年９月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引について

は、特例処理の要件を満たし

ているため、特例処理を採用

しております。 

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 

６ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

   (ヘッジ手段) 

    金利スワップ取引 

   (ヘッジ対象) 

    借入金の支払利息 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

 社内規程である「デリバテ

ィブ取引管理規程」に基づ

き、金利変動リスクをヘッジ

しております。 

 (3) ヘッジ方針 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引について

は、特例処理を採用している

ため、有効性評価を省略して

おります。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

   手許現金、要求払預金及び取

得日から３か月以内に満期日の

到来する流動性の高い、容易に

換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資からなっ

ております。 

７ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 

７ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

同左 

８ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

   消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税

抜方式を採用しております。 

８ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

同左 

８ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

同左 



追加情報 

  

  

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  
  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年９月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

―  「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以降に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間会計期間から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号)に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が18,100千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益が、

18,100千円減少しております。 

― 

前中間会計期間末 
(平成16年９月20日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月20日) 

前事業年度末 
(平成17年３月20日) 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

4,572,872千円 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

4,587,427千円 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

4,633,627千円 

※2 担保資産 

建物 1,051,671千円

構築物 5,905 

土地 1,159,683 

投資有価証券 611,223 

  計 2,828,482 

※2 担保資産 

建物 1,065,984千円

構築物 5,312 

土地 1,159,683 

投資有価証券 833,217 

  計 3,064,197 

※2 担保資産 

建物 1,021,142千円

構築物 5,590 

土地 1,159,683 

投資有価証券 690,836 

  計 2,877,251 

上記に対応する債務 

短期借入金 828,000千円

長期借入金 347,000 

  計 1,175,000 

上記に対応する債務 

短期借入金 1,109,800千円

長期借入金 449,200 

  計 1,559,000 

上記に対応する債務 

短期借入金 824,000千円

長期借入金 296,000 

  計 1,120,000 

※3 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び預り消費税

等は相殺のうえ、流動負債のそ

の他に含めて表示しておりま

す。 

※3 消費税等の取扱い 

同左 

※3 消費税等の取扱い 

― 



(中間損益計算書関係) 

  

  
  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年９月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

減価償却費 

有形固定資産 94,938千円

無形固定資産 1,288 

  計 96,226 

減価償却費 

有形固定資産 103,303千円

無形固定資産 24,393 

  計 127,697 

減価償却費 

有形固定資産 198,286千円

無形固定資産 2,647 

  計 200,933 

※1 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,227千円

有価証券利息 1,842 

受取配当金 6,701 

仕入割引 9,941 

※1 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,233千円

有価証券利息 2,412 

受取配当金 8,392 

仕入割引 9,194 

※1 営業外収益の主要項目 

受取利息 2,374千円

有価証券利息 1,842 

受取配当金 8,837 

仕入割引 25,724 

※2 営業外費用の主要項目 

支払利息 16,503千円

社債利息 4,247 

※2 営業外費用の主要項目 

支払利息 12,057千円

社債利息 4,754 

社債発行費 2,675 

※2 営業外費用の主要項目 

支払利息 31,226千円

社債利息 8,401 

※3 特別利益の主要項目 

投資有価証券 
売却益 

12,529千円

※3 特別利益の主要項目 

会員権売却益 561千円

※3 特別利益の主要項目 

固定資産売却益 93,816千円

投資有価証券 
売却益 

42,092 

※4 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 
(器具備品等) 

9,788千円

退職給付会計 
基準変更時差異 

41,302 

※4 特別損失の主要項目 

固定資産除却損
(建物等) 

12,644千円

退職給付会計
基準変更時差異

41,302

※4 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 
(器具備品等) 

20,786千円

退職給付会計 
基準変更時差異 

82,604 

前中間会計期間 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年９月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

現金及び現金同等物の中間会計期末

残高は、中間貸借対照表に掲記され

ている現金及び預金勘定の金額と一

致しております。 

  

同左 

  

現金及び現金同等物の期末残高は、

貸借対照表に掲記されている現金及

び預金勘定の金額と一致しておりま

す。 



(リース取引関係) 

  

  
  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年９月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

会計期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

会計期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

中間会計
期末残高
相当額 
(千円) 

機械装置 70,013 34,164 35,849

車両 
運搬具 12,774 7,294 5,479

器具備品 201,382 162,343 39,039

ソフト 
ウェア 4,938 329 4,608

合計 289,108 204,131 84,976

  
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

中間会計
期末残高
相当額 
(千円) 

機械装置 70,318 41,947 28,370

車両 
運搬具 12,716 7,645 5,071

器具備品 86,658 28,729 57,928

ソフト 
ウェア 4,938 1,316 3,621

合計 174,631 79,639 94,992

取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

機械装置 73,056 39,541 33,515 

車両
運搬具 16,244 9,236 7,008 

器具備品 222,952 175,623 47,329 

ソフト
ウェア 4,938 823 4,115 

合計 317,191 225,224 91,967 

   なお、取得価額相当額は、未

経過リース料中間会計期末残高

の有形固定資産の中間会計期末

残高等に占める割合が低いた

め、「支払利子込み法」により

算出しております。 

  

  

同左 

   なお、取得価額相当額は、未

経過リース料期末残高の有形固

定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、「支払利子込み

法」により算定しております。 

２ 未経過リース料中間会計期末残

高相当額 

１年以内 33,072千円

１年超 51,904 

 計 84,976 

２ 未経過リース料中間会計期末残

高相当額 

１年以内 33,127千円

１年超 61,864 

 計 94,992 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年以内 31,351千円

１年超 60,616 

 計 91,967 

   なお、未経過リース料中間会

計期末残高相当額は、未経過リ

ース料中間会計期末残高の有形

固定資産の中間会計期末残高等

に占める割合が低いため、「支

払利子込み法」により算出して

おります。 

  

  

同左 

   なお、未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料期

末残高の有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、

「支払利子込み法」により算出

しております。 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 23,245千円

減価償却費 
相当額 

23,245 

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 17,590千円

減価償却費
相当額 

17,590

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 44,339千円

減価償却費
相当額 

44,339 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  

同左 



(有価証券関係) 

(1) 時価のある有価証券 

  

(注) 有価証券(その他有価証券で時価のある株式)について、前事業年度は14,728千円減損処理を行っております。 

   なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～

50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 

  

(2) 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

(デリバティブ取引関係) 

  

  

(持分法損益等) 

  

  

区分 

前中間会計期間末 
(平成16年９月20日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月20日) 

前事業年度末 
(平成17年３月20日) 

取得原価 
(千円) 

中間貸借対 
照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価
(千円) 

中間貸借対
照表計上額
(千円) 

差額
(千円) 

取得原価
(千円) 

貸借対照表 
計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券         

 株式 611,461 918,818 307,356 635,868 1,256,729 620,860 580,112 995,062 414,949

 債券 25,000 22,562 △2,437 125,000 116,850 △8,150 125,000 114,090 △10,910

 その他 59,379 58,429 △950 59,321 59,148 △173 59,321 59,044 △277

 計 695,841 999,809 303,968 820,190 1,432,728 612,537 764,434 1,168,196 403,762

区分 

前中間会計期間末
(平成16年９月20日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月20日) 

前事業年度末 
(平成17年３月20日) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式 15,480 751 751

 計 15,480 751 751

前中間会計期間 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年９月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引について

は、特例処理の要件を満たしている

ため、特例処理を採用しております

ので、注記の対象から除いておりま

す。 

  

同左 

  

同左 

前中間会計期間 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年９月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

該当事項はありません。 同左 

  

同左 



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月21日 
至 平成16年９月20日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月21日 
至 平成17年９月20日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日) 

１株当たり純資産額 397.50円 １株当たり純資産額 406.15円 １株当たり純資産額 400.82円

１株当たり中間純利益 5.47円 １株当たり中間純利益 9.27円 １株当たり当期純利益 11.36円

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益 

5.40円
潜在株式調整後１株当た
り中間純利益 

9.09円
潜在株式調整後１株当た
り当期純利益 

11.18円

  
前中間会計期間末
(平成16年９月20日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月20日) 

前事業年度末 
(平成17年３月20日) 

中間損益計算書上の中間(当期)純利
益(千円) 

136,021 237,228 299,904

普通株式に係る中間(当期)純利益
(千円) 

136,021 237,228 284,904

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 15,000

普通株式の期中平均株式数(千株) 24,851 25,569 25,063

潜在株式調整後１株当たり中間(当
期)純利益の算定に用いられた中間
(当期)純利益調整額(千円) 

― ― ―

普通株式増加数(千株) 313 521 410

(うち新株予約権)(千株) (313) (521) (410)

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり中間(当期)純利
益の算定に含めなかった潜在株式の
概要 

平成15年６月18日定時
株主総会決議ストック
オプション 
普通株式 1,088千株

― ―



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

  

  

(1) 
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第57期) 

自 平成16年３月21日 
至 平成17年３月20日 

  平成17年６月20日 
近畿財務局長に提出。 

(2) 
  

臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第８号(営業譲受けに係る契
約の締結)並びに第12号(財政状態及び
経営成績に著しい影響を与える事象の
発生)の規定に基づくもの 

平成17年６月28日 
近畿財務局長に提出。 

(3) 自己株券買付状況 
報告書 

      平成17年４月７日、 
平成17年５月12日、 
平成17年６月１日 
及び平成17年７月７日 
近畿財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月３日

株 式 会 社 ラ ピ ー ヌ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ラピーヌの

平成１６年３月２１日から平成１７年３月２０日までの第５７期事業年度の中間会計期間（平成１６年３月２１日から平成１６年９

月２０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間

監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社ラピーヌの平成１６年９月２０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年３月２１日から平成１６

年９月２０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１６年１０月５日に寮用地を売却した。 

  

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
代表社員
関与社員 

公認会計士 山 本 宣 雄 

      

  関与社員 公認会計士 松 岡 順 一 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月２日

株 式 会 社 ラ ピ ー ヌ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ラピーヌの

平成１７年３月２１日から平成１８年３月２０日までの第５８期事業年度の中間会計期間（平成１７年３月２１日から平成１７年９

月２０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間

監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社ラピーヌの平成１７年９月２０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年３月２１日から平成１７

年９月２０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 本 宣 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 松 岡 順 一 
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